
盛土規制法に関する規制区域の候補区域について

◆要旨

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大

雨による土石流災害等を教訓として 、土地の

用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に

規制するため 、宅地造成等規制法は宅地造

成及び特定盛土等規制法 （通称 「盛土規制

法 」 ） に抜本的に改正され 、令和5年５月に施

行されました 。

本市では 、改正に伴い 「宅地造成等工事規

制区域 」および 「特定盛土等規制区域 」の指

定を進めており 、 この度 、規制区域の候補区

域を作成しました 。

◆規制対象の範囲

本市では 、次の盛土等の工事を行う場合に許可が必要になります 。

◆規制区域の指定

旧法により 、昭和4 3年に大野川より西側

の約 1 0 8㎢の丘陵地帯が宅地造成工事規制

区域として指定されています 。改正に伴い 、

盛土等に伴う災害が発生するリスクがあるエ

リアを改めて規制区域として指定します 。

◆規制区域の範囲

国が定めた基礎調査実施要領 （規制区域指

定編 ）および同解説に基づき調査したところ 、

本市全域が宅地造成等工事規制区域または

特定盛土等規制区域の候補区域になりました 。

＜土地の形質の変更（盛土・切土）＞

＜一時的な土石の堆積＞

◆規制区域の指定予定

令和７年５月

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、
盛土等が行われれば人家等に
危害を及ぼしうるエリア

特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、
地形等の条件から、盛土等が行われれば
人家等に危害を及ぼしうるエリア等
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